
　令和８年度　笠間市社会教育委員会議議事録 

 

日時　　令和８年６月４日（木）　午後２時００分～午後３時１０分 

 

場所　　笠間市役所　教育棟　２階　２－２会議室 

 

出席委員　　５名 

欠席委員　　３名 

傍聴者　　　０名 

教育長、事務局　　７名 

 

議事 

１　開　会 

２　委嘱状交付（教育長） 

３　教育長あいさつ 

４　委員長および副委員長の選出 

事務局推薦及び互選により、それぞれ選出された。 

５　議長あいさつ 

６　報告及び協議事項 

　（１）令和７年度事業報告について（事務局説明） 

委　員：コミュニティスクールは、全部の学校に設置されているのか。 

事務局：市内の全小中学校、義務教育学校１６校に学校運営協議会が設置され

ており、本市の設置率は１００％となっている。 

委　員：学校運営協議会は、地域が立ち上げるものなのか。コミュニティスク

ールという組織のメンバーに地域の方が全員入ることになるようなも

のなのか。 

事務局：学校運営協議会が設置された学校を「コミュニティスクール」という。

学校運営協議会は学校が設置するもので、学校の先生方、保護者や地域

住民の方が構成員になっている。それぞれの学校で開催回数や議題は決

めており、学校運営を支えるためにできることを話し合い、各学校の実

情に応じた取組を行っている。 

　（２）令和８年度事業計画について（事務局説明） 

委　員：アトリエちびくろについて、子ども対象の図工教室に対する市の補助

金が廃止された経緯についてもう少し聞きたい。 

事務局：ほかに活用できそうな補助金があるとのことで、補助金を廃止するこ

ととなった。 

委　員：分校の管理について、教育委員会から補助金が出ていると聞いたこと

があるが、それとは違うのか。 



事務局：分校の維持管理については、補助金ではなく管理費として地元の団体

に支払い、トイレ掃除などをしていただいている。教育委員会が直営で

管理している施設なので、光熱水費については市で負担している。 

委　員：分校は、施設の貸し出しを行っているが、使用料は取らないのか。 

事務局：使用料は、無料となっている。 

委　員：社会教育的な活動が行われている場所なので、有意義に使ってもらえ

るといいと思う。 

 

委　員：大学生等生活支援事業が、令和８年度は国の交付金がないから実施し

ないとのことだが、何か違う方法で検討して、できれば継続してもらえ

た方がいいのかなと個人的には思った。 

 

７　その他 

７月２日（木）に県庁で開催される「令和８年度第１回社会教育委員研修会」

について、欠席される方は６月１６日（木）までに連絡いただきたい。 

８　閉　会


